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２．事業の目的と概要 

This project aims at improving capacity of communities in the areas which are prone to 

be exposed to natural hazards to respond and mitigate risks of disasters as well as climate 

change, by establishing and empowering DRR (Disaster Risk Reduction) committees at 

community level and supporting their activities.  

（１）上位目標 対象地域における、コミュニティの防災対応能力および気候変動対応

能力の向上 

（２）事業の必要性（背

景） 

 

事業実施国における一般的な開発ニーズと防災：ウガンダ共和国（以

下ウガンダ）政府は、気候変動により発生リスクの上がっている災害、

そして気候変動の中長期的な影響は、社会経済開発および持続的開発

の重大な阻害要因であり、早急に取り組むべき課題としている（第１

次、第２次５カ年国家開発計画：ＮＰＤ Ｉ（２０１０／１１－２０

１４／１５）、ＩＩ（２０１５／１６－２０１９／２０）。この課題認

識を示すように、２０１０年には同政府により「災害への備えおよび

災害対策に関する国家政策」（以下、ウガンダ防災政策）が策定され

た。防災を管轄する首相府は、ＵＮＤＰ（国連開発計画）からの支援

も受け、政策をもとに防災強化に取り組んではいるが、多くの地方自

治体では予算やノウハウの不足が課題となっており、政策実施を形骸

化させず、地域コミュニティ、さらに最も災害や気候変動の影響に脆

弱な層に政策効果を届けるには、資金面を含めた実務的な支援が不可

欠となっている。ウガンダ防災政策については、現在、防災を管轄す

る首相府主導の下、政策レビューが計画され、当会も先行事業を通じ

ての知見をもとに、より良いそして実現性のある政策となるよう、レ

ビューメンバーとして関与していくことを予定している。 

持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ)との整合性：本申請事業は、ＳＤＧ

ｓの複数の目標と合致している。強靭性や気候変動の影響のための緊

急対策を謳う目標 １１（特にターゲット１１．５、１１．ｂ）およ

び目標１３（特にターゲット１３．１、１３．２、１３．３、１３．

ｂ）は本事業目標とも直結しており、本事業を通じて対象地域におい

て確実に成果をあげ、さらに本事業を通じて先行事業を基にコミュニ

ティレベルで実施しうる防災の拡張性を図ることは、これらＳＤＧｓ

目標の達成に貢献すると考える。加えて、気候変動への適応の一環と

して気候変動適応型農法を事業で取り入れることは、貧困撲滅や持続

可能な農業を目指すＳＤＧｓの目標１（ターゲット１．５）や２（タ

ーゲット２．４）の達成へも間接的に寄与すると考える。 

外務省の国別援助方針との整合性：上記国家開発計画で謳われる貧

困削減という課題認識を共有し、外務省の対ウガンダ国別援助方針の

大目標は「経済成長を通じた貧困削減と地域格差是正の支援」とされ

ている。気候変動や自然災害は社会経済開発の脅威であり、貧困に苦

しむ農村部において防災に取り組むことは、大目標の達成に資すると

考えられる。さらに、気候変動への適応活動として実施する生業支援

については、重点分野（２）の「農村部の所得向上」とも合致する。 

「ＴＩＣＡＤⅥにおける我が国取組」との合致：取組の三本柱の 1

つである「繁栄の共有に向けた社会安定化」では、「人材育成等の取

組を通じて、気候変動・自然災害分野での脆弱性克服に貢献する」こ
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とを掲げており、地方行政、コミュニティの人材の能力強化を図るこ

とで防災力の向上を目指す本申請事業と合致する。 

事業地の背景と先行事業の進捗（成果・課題）：当会は、ウガンダ西

部カセセ県において２０１５年２月より防災能力向上のための事業

を実施している。カセセ県中でも洪水や干ばつなど自然災害リスクの

高いカルサンダラ準郡に対象を絞り、災害時に脆弱性の高い子どもを

中心にしたコミュニティ防災のパイロット事業として、往々にして大

人中心で進められる防災活動に子どもの参加を促しながら、上述のウ

ガンダ防災政策に沿う形でコミュニティにおける防災組織・体制を整

備、強化してきた。結果、対象のカルサンダラ準郡では、村の災害対

策員会、学校防災クラブが中心となり、災害への備えや災害時の対応

だけでなく、減災のための活動や気候変動への適応を含めたレジリエ

ンス強化など、包括的な防災活動が根付いてきている。また子ども自

身が防災活動に参加することで、見落とされがちな子ども特有のニー

ズが認識されそれが防災計画に採り入れられるなど、災害時に守られ

る客体としてだけでなく、防災に参加・貢献する主体として、子ども

がコミュニティ防災の中で重要な役割を担うようになってきている。

加えて、事業を通じて積極的に県行政、特に県の災害対策委員会を巻

き込んできた結果、彼らの能力強化につながり、県の防災計画も策定

された。今後はこの防災計画をもとに、県行政が県下における防災強

化を牽引していくことが期待される。しかしこれまで県行政とはカル

サンダラ準郡における事業の実施とその持続性強化を中心に戦略的

に連携してきた一方で、県行政が他準郡に同モデルを新たに普及させ

ていくために必要な詳細に渡る技術移転を県行政または県災害対策

委員会に対して行っていない。現在もカルサンダラ準郡以外での県に

よるコミュニティ防災活動の推進は確認できておらず、財政面に加え

て技術的にも課題があることが理由と考える。そこで本事業では、県

の災害対策委員会を中心として県行政の防災能力強化を行いながら、

先行事業を通じて築いてきたカルサンダラ準郡での子どもを中心に

したコミュニティ防災のモデルを同県内の他 2準郡へ普及させ、加え

て、カルサンダラ準郡における事業成果の持続発展性を高める活動を

行う。また、本事業後は後続事業として２年目の事業を予定している。

１年目の本事業では、コミュニティに防災組織を立ち上げ、防災行動

計画を策定した後、災害時の備えや対応能力を強化することに重点を

置く。２年目の事業では、策定された防災行動計画に基づきながら、

気候変動への適応を含めたより包括的な防災活動（気候変動・災害に

対する強靭性の強化のための活動）を行うとともに、これら防災活動

の持続発展性強化に取り組む。 

 事業対象地は、先行事業より活動を実施しているカルサンダラ準郡

（人口約１万３千人）に加え、マリバ準郡（人口約６万人）、ニャキ

ユユンブ準郡（人口約３万８００人）を新たに対象とする。対象準郡

は、気候変動の影響による洪水や土砂崩れが頻発・深刻化している一

方、乾季が長期化し干ばつにも悩まされている地域である。災害が例

年化しているにもかかわらず、その被害が限られる場合、国や国際機

関による支援が入ることはない。よって、災害による被害の予防や縮

小、そして災害時の対応や適応の面で、コミュニティとしての強靭性
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そして対応能力を高めることが重要になる。カルサンダラ準郡では、

先行事業を通じて「防災」という考えがコミュニティに定着しつつあ

るが、新規対象の２準郡においてもカセセ県を通じカルサンダラ準郡

での成果を共有・提示することで、効果的に防災の意義を伝え、定着

化を図ることができると考える。マリバ準郡は、カルサンダラ準郡を

流れる主な川の３つ、セブエ川、ニャムワンバ川、ムブク川の上流側

にあたり、被害の大きかった２０１３年の洪水では、中央政府により

カセセ県内に設置された４つの避難所の内の１つがマリバ準郡内の

小学校に設置され、また同時期に起きた土砂崩れでは２１軒の家屋が

流された。さらに、洪水、土砂崩れにより、家畜や農作物に多大な被

害がもたらされた。カルサンダラ準郡同様、洪水が例年化しており、

一部洪水発生リスクが高い箇所における河岸の石積み等の対策がコ

ミュニティにより行われたが、技術的指導不在のまま実施されてお

り、また体系的な防災活動は行われていない。マリバ準郡には５６の

村があるが、本事業では洪水・土砂崩れ発生リスクの高い１５村およ

び準郡行政に対象を絞る。もう１つの対象準郡であるニャキユンブ準

郡はカセセ県の西部にあたり、コンゴ民主共和国に隣接している。ニ

ャキユンブ準郡も、準郡を流れるチャンジ川とブカンガラ川の氾濫に

よる洪水、また降雨による土砂崩れの被害に悩まされている。２０１

１年には９月、１０月と続けて洪水、地滑りが起きており、９月の洪

水だけでも２５０世帯以上が洪水被害にあった。また洪水時には地域

の保健センターへのアクセスが絶たれ、１３の学校が浸水した。ニャ

キユンブ準郡には３６の村があるが、マリバ準郡同様、自然災害リス

クの高い地域に対象を絞り、１０村を対象とする。 

（３）事業内容 

 

１）災害リスクの高い２準郡（マリバ準郡、ニャキユンブ準郡）に

おける、防災体制の強化・機能化 

活動 1.1.活動 1.4.ベースライン、年次エンドライン調査 

事業対象となる２準郡の住民を対象に、事業開始時および終了時に、

世帯への聞き取り、学校でのフォーカス・グループ・ディスカッショ

ン等を行い、防災や気候変動に関する知識や意識に関する調査を行

い、事業の成果を確認する。 

活動 1.2.準郡・村の災害対策委員会、学校防災クラブの立ち上げ 

コミュニティ防災組織として、２準郡、２５村に災害対策委員会を、

そして学校３０校（小学校２８校、中学校２校）に学校防災クラブを

立ち上げる。準郡・村の災害対策委員会は各１１人（計２９７人）と

し、男女比や村内の居住地域、年齢層などに配慮し、住民が中心とな

って選ぶ。防災クラブは各２０人（計５６０人）とし、校長より任命

された防災クラブ顧問教員のファシリテーションの下、男女比や学年

等に配慮しながらクラブ委員を選定する。 

活動 1.3.立ち上げられたコミュニティ防災組織の能力強化および活

動支援 

1.3.1.防災行動計画の策定支援：後述する活動 3.2の指導者研修

（Training of Trainers: ToT）を受けた県の災害対策委員会のメン

バーが、準郡・村の災害対策委員会、学校防災クラブの顧問に対して、

防災行動計画策定に関する研修を実施する。その上で、コミュニティ

防災組織が中心となり、各準郡・村・学校独自の防災計画を策定する。
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防災計画は、研修を通じて住民および生徒たちが災害や気候変動に対

する正しい知識を習得した上で、コミュニティが直面するハザードや

脆弱性を分析し、それらを基に中長期的に取り組むべき防災活動やそ

の優先順位等を検討し、策定する。 

1.3.2.防災行動計画の実施支援：災害が発生した際の人的・物的被害

を軽減するために必要な、避難および救助の仕組み（推奨避難経路や

災害発生時の情報伝達方法の確定、避難所の指定等）をコミュニティ

防災組織が中心となり構築する。構築にあたっては、技術的助言を提

供するとともに、その仕組みに則ってサイレン等の緊急時警報システ

ムを 2か所に設置する等技術的支援も提供する。加えて、避難所への

救急箱や看板などの設置も支援する。また、応急手当技術の研修を行

い、村・学校レベルで、緊急時に最低限度の処置を行うことができる

体制を整える。加えて、これらの仕組みを機能させていくには、住民

ひとりひとりの高い防災意識が必要不可欠であるため、コミュニティ

防災組織が中心となって、村・学校ごとに啓発活動等を実施する。 

1.3.3.定期会議の開催支援：四半期ごとにコミュニティ防災組織と定

期会議を開き、準郡・村・学校の各防災行動計画の実施状況や課題の

確認を行う。加えて、委員会やクラブメンバーの運営能力強化研修も

実施する。事業期間終了時の定期会議では、年間の活動ふり返りを行

い、実施した活動の評価も行う。 

２）カルサンダラ準郡における防災活動の持続発展性強化（自己資

金による対応） 

活動 2.1.コミュニティ防災組織の活動状況のモニタリングおよび能

力強化 

2.1.1.防災行動計画の実施状況のモニタリング：先行事業で築いたコ

ミュニティ防災組織を中心としたモニタリング体制を通じて、各防災

行動計画の実施状況を確認する。また、事前に訪問予定等を伝えない

抜き打ち訪問も行い、防災行動計画で合意された活動が実施されてい

るか、直接の確認も行う。加えて、県行政によるモニタリングの実施

状況も確認する。 

2.1.2. コミュニティ防災組織とのふり返り会議：コミュニティ防災

組織の定期会議は、各村・学校にて村の災害対策委員会、学校防災ク

ラブが自主的に実施するが、事業開始時、中間時、終了時の３回につ

いて、コミュニティ防災組織の代表者を招集し、ふり返り会議を行い、

各防災行動計画の実施、特に活動管理に関し、進捗状況や課題点を共

有する。洗い出された課題点については、事業関係職員からの助言を

受けながら、各委員会・クラブが対応策を策定する。 

2.1.3. コミュニティ防災組織に対する能力強化：コミュニティでの

防災活動を牽引していくために、特に活動計画の策定やモニタリング

等、活動の管理に関しコミュニティ防災組織が不十分だと感じている

面について能力強化研修を行う。同類の研修は先行事業においても実

施しているが、事業からの直接的な支援がなくなった後、コミュニテ

ィ防災組織が中心となって牽引していく上で、コミュニティ防災組織

が改めて課題と感じる能力の強化を行う。 

活動 2.2.持続性強化のためのコミュニティ内の仕組みの補強・定着

化 

気候変動対応型農業の普及のメカニズムである「モデル農家グループ
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／後続農家グループ」や灌漑管理委員会、また学校菜園の実施体制に

ついて、自主的な運営および県からの支援が継続されるよう、主に仕

組みの補強、定着のための研修やコミュニティとの集会を行う。「モ

デル農家グループ／後続農家グループ」および灌漑管理委員会は、先

行事業において、気候変動適応型農業を村に普及させる体制として導

入した。農家グループについては、導入した農法が持続的にコミュニ

ティ内で広がっていくよう、事業より直接能力強化を受けるモデル農

家グループから後続農家グループ（両農家グループともに作付作物等

に基づき、コミュニティで組織されたグループ）に、収穫から種など

の投入物および技術支援を提供するように定めている。灌漑管理委員

会（コミュニティで組織されたグループ）については、灌漑水の利用

に関する管理を行い、灌漑利用農家と周辺農家間の連絡や調整等も担

う。先行事業でのアドボカシー活動を通じて新たに当該準郡に配置さ

れた農業普及委員が、技術支援やモニタリングを行う場合も、これら

の体制を通じて効率的に農業普及サービスを提供することが可能と

なっている。 

活動 2.3. エンドライン調査 

事業終了時に、カルサンダラ準郡の住民を対象に世帯への聞き取り、

学校でのフォーカス・グループ・ディスカッション等を行い、これま

での調査結果とも比較しながら、事業の成果およびその持続性を確認

する。 

 

３）県災害対策委員会の能力・機能強化 

活動 3.1.県および準郡関係者に対する事業説明会の開催 

事業開始時に、県・準郡行政関係者や学校長、その他事業実施に関係

するステークホルダーを集めて、事業に関する説明会を実施し、協力

体制の確立および県・準郡行政による事業のオーナーシップの向上を

図る。 

活動 3.2.県災害対策委員会の能力強化 

カセセ県の県災害対策委員会および県の災害対策委員会の補助機能

を果たす防災技術諮問委員会を中心として、県行政の中での準郡以下

の防災体制の機能化および強化を担う体制を明確にし、その担当官ら

への技術的能力強化を行う。特に、コミュニティ防災組織の導入に関

連し、県の災害対策委員会のメンバー（ウガンダ防災政策に則り、主

席行政官、県行政の各局代表を中心に基本を１６人のメンバーとす

る）に対し、災害の種類や防災に関する基礎知識の教示を含め、住民

参加型防災計画策定ワークショップを進行するための指導者研修

（ToT）（５日間、２回（準郡・村向け１回、学校向け１回））を行う

（その後、活動 1.3.が続く）。 

活動 3.3.県災害対策委員会を通じた、県に対するアドボカシー活動 

県災害対策委員会を通じ、県行政に対し、防災計画に謳われる防災の

主流化の実現化に向けたアドボカシー活動を行う。具体的には、先行

事業における成果を準郡・村の災害対策委員会や学校防災クラブの代

表が県議会にて発表したり、県議会のメンバーによる事業対象地の現

地視察を行う。加えて、県の防災計画を印刷・配布し、県の防災計画

の普及を支援する。これらの一連の活動を通じ、防災活動の重要性や

効果について伝えながら、県の開発計画に防災活動が含まれるよう、
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さらに予算の配分がなされるよう働きかける。 

活動 3.4.県災害対策委員会および防災技術諮問委員会の定期会議の

開催支援 

四半期ごとに防災技術諮問委員会の定期会議を開催し、事業対象の３

準郡での活動実施状況、またその他の県の防災計画の実施進捗状況を

確認し、次四半期の計画の見直しを行う。加えて、県の災害対策委員

会を２回招集し、諮問委員会からあげられる計画等について、審議・

決定を行う。 

 

複数の活動に関連し、コミュニティ（村・学校）での活動を中心とし

で、シニア・オフィサーの下、事業活動実施をサポートするボランテ

ィアを配置する。各ボランティアには、中心となって担当する村また

は学校を指定するが、これらは複数に渡り、また同村内でも世帯が点

在しているため、ボランティアに自転車を支給し、モニタリングを含

め活動を円滑に行えるようにする。支給時には、事業支援の目的で使

うよう明記した覚書を結び、事業完了時にはボランティアに譲渡し

（ボランティアが同コミュニティから離れる場合は、準郡または村・

学校）、引き続きコミュニティにて継続的に実施される予定の防災活

動の支援のために使われるようにする。 

直接裨益者数：２万３千４００人（県災害対策委員会、コミュニティ

防災組織、啓発活動に参加する対象校の生徒、村の住民ら） 

間接裨益者数：１０万３千８００人（３準郡の人口） 

（４）持続発展性  事業で導入する活動や体制の持続性を高めるために、先行事業より

現地行政の巻き込み、政策に則った体制作り、コミュニティで持続的

に広がる仕組み作りなどに努めてきた。本申請事業でも、同様のアプ

ローチをとり、コミュニティと行政、そして仕組みの面から持続発展

性の強化を目指す。また、先行事業からの継続対象地域であるカルサ

ンダラ準郡においては、持続性の強化に焦点を置く。モニタリング能

力や活動の運営管理能力の強化を行い、先行事業を通じて導入した防

災体制やコミュニティで持続的に広がる仕組み等がコミュニティ防

災組織によって維持され、災害に対する対応能力を強化するための活

動が継続・発展的に実施されるようにする。 

 救急箱や警報システムなど事業内で配布・整備するものについて

は、それぞれ準郡や学校等と維持・管理に関する責任の所在を明らか

にする合意書を結ぶとともに、事業期間中、実際の使用・運用状況を

モニタリングし、適宜より適切な形で維持管理が行われるよう促す。

具体的には、救急箱については、受領者（学校・村の災害対策委員会）

と覚書を結び、管理を徹底するとともに、使用が進んだ際の補充につ

いてどのように対策をとるのかを定期会議等でも話し合う。警報シス

テムについては、維持管理に関して、準郡が責任を持つこととし覚書

を結ぶ。自転車については、事業の関係活動に使うことを明記した覚

書を村、ボランティアと結び、事業終了後には類似活動の継続に活用

されるように村に譲渡する。テントに関しては、覚書は準郡との間で

結び、さらに日々の管理を担う避難所がある村の災害対策委員会およ

び避難所となる施設（学校等を想定）の管理者も連署する。 

（５ （５）期待される成果と 成果１：災害リスクの高い 2準郡（マリバ準郡、ニャキユンブ準郡）
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成果を測る指標 において、防災体制が強化・機能化される。 

1-1：新規事業対象 2準郡において、コミュニティ防災組織（2の準

郡災害対策委員会、25の村の災害対策委員会と 30の学校防災クラブ）

が設立される。【確認方法：コミュニティ防災組織メンバーのリスト

表】 

1-2：新規事業対象 2準郡において、防災行動計画（準郡レベル：2

計画、村レベル：25計画、学校レベル：30計画）が策定される。【確

認方法：策定された防災行動計画】 

1-3：新規事業対象 2準郡において、洪水など緊急災害時に必要とな

る資機材として、警報システム、テントおよび救急箱が設置され、災

害が想定される場合や発生時の緊急対応体制が整備される。【確認方

法：設置の確認報告書】 

1-4：新規事業対象 2準郡の対象村・校において、応急手当を含め、

緊急時の対応を身に付けた災害対策委員がいる。【確認方法：定期会

議（年間ふり返り会）で実施するテスト】 

1-5：90%以上の準郡・村の災害対策委員会および学校防災クラブのメ

ンバーが、事業で策定した避難所を正しく把握している。 【確認方

法：定期会議（年間ふり返り会）で実施するテスト】 

 

成果２：カルサンダラ準郡における防災活動の持続発展性が強化さ

れる。 

2-1：各防災行動計画に基づき、コミュニティ防災組織が計画通りに

活動を牽引・実施している（80%）。【確認方法：コミュニティ防災組

織によるモニタリング記録】 

2-2：持続性強化のためのコミュニティの仕組みが機能している。 

・灌漑管理委員会：定例会が 4回実施される。100人の灌漑農家へ委

員会より支援が提供される。【確認方法：定例会の議事録、モニタリ

ング記録】 

・モデル-後続農家グループ：後続農家グループの 70%が、農法に関

する指導や種子の提供などの能力強化サポートをモデル農家グルー

プより受ける。【確認方法：モニタリング記録】 

・学校菜園：75％（8校中 6校）の学校菜園が、事業からの直接的支

援をなしに、モデルガーデンの条件を達成する（農業技術の導入に加

え、保護者や子どもの参加、またコミュニティへのショーケースの役

割を果たしているか等 5条件中 3条件以上）【確認方法：学校菜園モ

ニタリング記録】 

 

成果３：県災害対策委員会の能力・機能が強化される。 

3-1：成果 1における、「コミュニティ防災体制の設立」、「防災行動計

画の策定」が、県災害対策委員会のファシリテーションによって達成

される。（県災害対策委員会のメンバーにより、両準郡・全対象村の

災害対策委員会に対する、当該ワークショップ／研修が実施される。）

【確認方法：防災行動計画策定ワークショップ実施報告書】 

3-2：県の防災計画に基づいた活動計画に則り、県災害対策委員会が、

各準郡に対して、少なくとも 4回の支援を提供する（モニタリング訪

問、準郡・村・教員らに対する能力強化研修の実施等）【確認方法：

モニタリング記録や活動報告書】 


